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［参考データ３］国庫特例減額の仕組み

➣

➣
、

➣

国庫特例減額措置導入当時の資料

医療保険制度改革骨子

（平成27年1月13日社会保障制度改革

推進本部決定）付属資料（一部改編）

2016（平成28）年度

以降の措置

2009年度は単年度収支4,893憶円の赤字、累積で3,179億円の赤字となり、赤字解消のため、協会設立時に8.20％でスタートした平均保険料率は2010年度から3年連続

で引上げ（2010年度：9.34％、2011年度：9.50％、2012年度：10.00％）。2013年度以降は10.00％で据え置き。

この協会の財政問題に対しては、保険料率の引上げとともに、国においても国庫補助率の引上げ（13％→16.4％）による財政健全化の特例措置を2010年度から2012年度

までの間に講じ、その後、さらに2年間（2013,2014年度）延長。

協会では、財政問題に対して暫定措置でない恒久的な措置、中長期的に安定した財政運営の実現に向けて関係方面への働きかけを等を行い、その結果、2015年5月に成立し

た医療保険制度改革法において、期間の定めなく16.4％の国庫補助率が維持されることになり、同時に国庫特例減額措置が講じられることとなった。
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［参考データ４］保険給付費の推計

2024年度比

増加額の累計

約7.3兆円

保険給付費の累計をみると、2033年度は8兆9,100億円の見込みであり、2024年度と比較すると約1兆5,900億円増加している。

また、2024年度を基準としたときの2025年度から2029年度までの2024年度比増加額の累計の見込みは約2.2兆円、

2025年度から2033年度までの2024年度比増加額の累計の見込みは約7.3兆円である。
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［参考データ５］年齢階級別加入者数の推移（５歳階級）
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［参考データ６］年齢階層別人口の推移
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